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災 害 医 療 対 策 施 設 整 備 費 補 助 金 交 付 要 綱  

 

（通 則） 

第１ 災害医療対策施設整備費補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、山

梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号）の規定によるほか、この交付要綱の

定めるところによる。 

（交付の目的） 

第２ この補助金は、次の災害医療支援機能を有し、２４時間対応可能な緊急体制を確保する災

害拠点病院を整備することにより、災害時の医療を確保することを目的とする。 

 (1) 多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行う

ための高度の診療機能 

 (2) 患者等の受入れ及び搬出を行う広域搬送への対応機能 

 (3) 自己完結型の医療救護チ－ムの派遣機能 

 (4) 地域の医療機関への応急用資器材の貸出し機能 

（交付の対象） 

第３ この補助金は、「災害医療対策事業等実施要綱」（平成２１年３月３０日付け医政発第０

３３０００７号厚生労働省医政局長通知の別添）に基づき病院の開設者（地方公共団体及び地

方独立行政法人を除く。）が行う地域災害拠点病院の施設整備事業を交付の対象とする。 

（交付額の算定方法） 

第４ この補助金の交付額は、別表により算出された額とする。ただし、算出された額に 

 １，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

（交付申請） 

第５ この補助金の交付を申請しようとするときは、別紙様式１による申請書を、別に定める日

までに知事に提出しなければならない。 

（補助金の交付） 

第６ この補助金は、事業完了後精算払とする。 

（実績報告） 

第７ この補助金の事業実績報告は、事業完了後１か月以内又は翌年度４月１０日のいずれか早

い日までに、別紙様式２による報告書を知事に提出して行わなければならない。 

（交付の条件） 

第８ この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 



 (1) 事業に要する経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）をする場合又は補助事業の内容の

うち、次のものを変更する場合には、別紙様式３により知事の承認を受けなければならない。 

  ア 建物の設置場所（ただし、設置予定敷地内における設置場所の変更で機能を著しく変更

   しない軽微な変更を除く。） 

  イ 建物の規模、構造又は用途（ただし、機能を著しく変更しない軽微な変更を除く。） 

 (2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、別紙様式４により知事の承認を受けなければなら

ない。 

 (3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに

知事に報告してその指示を受けなければならない。 

 (4) 事業の遂行状況について、別紙様式５により毎年度１２月末日現在の状況を翌月１０日ま

でに知事に報告しなければならない。 

 (5) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物（以下「取得財産等」という。）

については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２

５５号）第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、

知事の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付

け、担保に供し、又は取り壊してはならない。 

 (6) 取得財産等をこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保

に供し、又は取り壊そうとする場合は、財産処分承認申請書（別紙様式６）を知事に提出し、

その承認を受けなければならない。知事は、承認をしようとする場合において、原則として

交付した補助金のうち取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、担保に供し、又は取り壊した時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相

当する分を返還させるものとする。 

 (7) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管

理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。 

 (8) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整

理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、

その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

 (9) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど県が行う契約手続の取

扱いに準拠しなければならない。 

 (10)事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手

方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。 



(11)補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額が確定した場合は、別紙様式７により速やかに知事に報告しなければ

ならない。 

      なお、知事に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全

部または一部を県に納付させることがある。 

 (12)この補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない。 

（契約手続等） 

第９ 補助事業者は、補助事業に係る請負契約を締結したときは、速やかに契約書及び約款の写

しを知事に提出するものとする。 

（現地調査） 

第10 知事は、補助事業に係る建設工事の中間時点及び完了時点において、工事監理者、請負業

者、法人の役員等の立会いのもと、現地調査を行うものとする。 

（その他） 

第11 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は知事が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成９年１０月２４日から施行し、平成９年４月１日から適用する。ただし、第

８の(9) 、第９及び第１０の規定は、平成９年１０月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１０年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１１年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１４年４月１日から適用する。 

      附 則 

  この要綱は、平成１７年４月１日から適用する。 

      附 則 

  この要綱は、平成２５年８月１日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 



別 表 

 

１ 次の表の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方

の額を選定する。 

２ １により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少な

い方の額に０．６６を乗じて得た額を交付額とする。 

 
 

１  基 準 額 ２  対 象 経 費 

   補強が必要と認められるもの 

 

  基準面積２，３００㎡×３２，７００円 

  地域災害拠点病院として必要な新築、増改築 

 に伴う補強及び既存建物に対する補強に要する 

 工事費又は工事請負費 

  備蓄倉庫１か所当たり 

            ３４，０７６千円 
  備蓄倉庫整備に必要な工事費又は工事請負費 

  自家発電装置１か所当たり 

           １４５，３８１千円 

  自家発電装置整備に必要な工事費又は工事請 

 負費 

  受水槽１か所当たり 

           １３３，９７４千円 
  受水槽整備に必要な工事費又は工事請負費 

  ヘリポ－ト１か所当たり 

            ５８，８０８千円 

  ヘリポ－ト整備に必要な工事費又は工事請負 

 費 

 

 （注） 建築面積が基準面積を下回るときは、当該建築面積を基準面積とする。 

 

 

 

 



別紙様式１ 

番       号  

平成  年  月  日 

 

 

 山梨県知事           殿 

 

 

                         補 助 事 業 者 名   印 

 

 

平成  年度災害医療対策施設整備費補助金交付申請書 

 

 このことについて、次により補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請します。 

 
 

１ 補 助 金 申 請 額     金          円 

２ 事 業 の 種 類 

３ 経 費 所 要 額 調     （別紙（１）のとおり） 

４ 事 業 計 画 書     （別紙（２）のとおり） 

５ 添 付 書 類 

 （１）工事仕様書、工事設計書及び工事仕訳書 

 （２）補助対象事業の工事設計図 

 （３）歳入歳出予算書の抄本 

 （４）その他参考となるべき資料 

 

 

 

 

 

 



別紙様式２ 

番       号  

平成  年  月  日 

 
 

 山梨県知事           殿 

 
 

                         補 助 事 業 者 名   印 

 
 

平成  年度災害医療対策施設整備費補助金事業実績報告書 

 

 平成  年  月  日付け医 第   号で交付決定を受けたこのことについて、次のとお

り関係書類を添えて報告します。 

 
 

１ 補 助 金 精 算 額     金          円 

２ 事 業 の 種 類 

３ 経費所要額精算書     （別紙（１）のとおり） 

４ 事業実績報告書     （別紙（２）のとおり） 

５ 添 付 書 類 

 （１）当該事業に係る歳入歳出決算書（見込）の抄本 

 （２）補助事業完了後の建物の全景及び補助対象事業の概要を示す写真 

 （３）契約書の写し 

 （４）補助事業完了後の建物の構造概要及び平面図（各室の用途を示すこと。） 

 （５）工事仕様書、工事設計書及び工事仕訳書 

 （６）補助対象事業の工事設計図 

 （７）建築基準法第７条第３項の規定による竣工検査書の写し 

 （８）その他参考となるべき資料 

 

 

 



別紙様式３ 

番       号  

平成  年  月  日 

 

 

 山梨県知事           殿 

 

 

                         補 助 事 業 者 名   印 

 

 

平成  年度災害医療対策施設整備費補助金に係る事業変更申請書 

 

 平成  年  月  日付け医 第   号で交付決定を受けたこのことについて、次のとお

り変更して実施したく申請します。 

 
 

１ 変更事項 

 

 

 
 

２ 変更理由 

 

 

 
 

３ 添付書類 

 （１）変更前と変更後の内容を比較し記載した資料 

 （２）その他参考となるべき資料 

 

 



別紙様式４ 

番       号  

平成  年  月  日 

 

 

 山梨県知事           殿 

 

 

                         補 助 事 業 者 名   印 

 

 

平成  年度災害医療対策施設整備費補助金に係る事業中止（廃止）申請書 

 

 平成  年  月  日付け医 第   号で交付決定を受けたこのことについて、次の理由

により中止（廃止）したく申請します。 

 
 

１ 中止（廃止）の理由 

 

 

 

 

 

 

 

２ 添付書類 

 （１）申請時までの事業の進行状況が分かる資料 

 （２）その他参考となるべき資料 

 

 

 



別紙様式５ 

番       号  

平成  年  月  日 

 

 

 山梨県知事           殿 

 

 

                         補 助 事 業 者 名   印 

 

 

   平成  年度災害医療対策施設整備費補助金の補助対象事業の遂行状況報告書 

 

 このことについて、災害医療対策施設整備費補助金交付要綱第８の（４）の規定により、別表

のとおり報告します。 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式６ 

 

番       号  

平成  年  月  日 

 

 

山梨県知事      殿 

 

 

                         補 助 事 業 者 名    印 

 

 

財産処分承認申請書 

 

災害医療対策施設整備費補助金に係る補助事業により取得した財産を、次のとおり処分したいので、

災害医療対策施設整備費補助金交付要綱第８（６）に基づき、申請します。 

 

 

１ 処分しようとする財産の明細 

 

２ 処分の内容 

 

３ 処分しようとする理由 

 

４ その他必要な資料 

 

 

 

 

 

 



別紙様式７ 

 

番       号  

平成  年  月  日 

 

 

山梨県知事      殿 

 

 

                         補 助 事 業 者 名   印 

 

 

             平成  年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

 

平成  年  月  日付け 第     号で額の確定を受けた災害医療対策施設整備費補

助金について、次のとおり報告します。 

 

 

 １ 補助金確定額 

                                                     金            円 

 

  ２  消費税および地方消費税の申告により確定した消費税および地方消費税に係る仕入控除 

  税額 

                           金                        円 

 

  ３ 添付書類 

   （１）消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額算出書（別紙） 

   （２）消費税及び地方消費税確定申告書 

   （３）その他参考となる書類 



（別紙） 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額算出書 

          

１ 施設名 

 

 

２ 開設者氏名 

 

 

３ 施設の所在地 

 

 

４ 補助事業名 

 

 

５ 補助金確定額 

 

 

６ 概要 

 

 （1)課税売上割合 

 

  (2)仕入控除税額 

 


